
「内部統制システムの整備に関する基本方針」 
 

１．理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1) 金庫は、「ろうきんの理念」のもと、「経営方針」において「コンプライアンス経営の継続実践」

を基本方針の一つに掲げており、コンプライアンスの徹底とコンプライアンス体制の一層の強

化を図ることとしている。 

(2) また、この経営方針に則り、コンプライアンスを経営上の重要課題の一つと位置づけ、理事が
率先してコンプライアンス態勢の確立に取組むことを基本方針とする「コンプライアンス基本

規程」を定めるとともに、当金庫役職員が遵守すべき事項を「東北労働金庫倫理綱領」として

定め、これを全役職員に周知し遵守することとしている。 

(3) 理事会については「理事会規程」を定め、月1回これを開催することを原則とし、その他必要
に応じて随時開催して、理事間の意思疎通を図るとともに相互に業務執行を監督する。 

(4) 理事の職務執行については、監事会の定める「監事監査規程」に基づき監査対象になっている。 
 

２．理事の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

(1) 理事の職務執行に係る情報（総会・理事会・常務会・各種委員会議事録、稟議書など）につい

ては、「理事会規程」「常務会規程」「理事会専門委員会規程」や「文書取扱管理規程」等に基づ

き作成する。 

(2) 記録文書は、「保存文書取扱要領」に基づき、文書種類ごとに定められた期間、適切に保存・管
理し、必要に応じて閲覧可能な状態を維持する。 

 

３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

(1) 金庫は、財務の健全性ならびに業務の適切性を確保する観点から、各種リスク（市場リスク、

信用リスク、流動性リスク、オペレーショナルリスク）を認識し、その把握と管理、個々のリ

スクについて管理する体制を整備する。 

(2) リスク管理体制の基礎になる「リスク管理規程」を定め、個々のリスクについての管理部署お

よび管理責任者を決定し、リスク管理方針の策定・リスクの統括管理等を行うリスク管理委員

会をはじめ、ＡＬＭ委員会、コンプライアンス委員会、個人情報安全管理委員会を設置し、リ

スク管理規程の運用状況を確認・検証する。 

(3) 不測の事態が発生した場合の対応としては、「危機管理規程」に基づき、理事長を委員長とす

る危機管理委員会を開催し、または担当代表理事を緊急対策本部長とする緊急対策本部を設置

して迅速な対応を行い、損失の拡大を最小限に止める体制を整える。 

(4) 反社会的勢力による被害を防止するため、一元的な管理態勢を構築し、万一反社会的勢力によ

る不当な要求を受けた場合に備え、適切な対応を行うための規程等を整備し、これを全役職員

に周知する。 

 

４．理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

(1) 理事の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制の基礎として、理事会を原則

として月1回定期に開催するほか、必要に応じ随時開催するものとし、経営方針や経営戦略な

ど重要事項については、事前に理事長、副理事長、専務理事および常務理事からなる常務会に

おいて議論を行い、その審議を経て執行決定を行う。 

(2) 理事会の決定に基づく業務執行については、「代表理事職務権限規程」、「常務会規程」、「業務組
織図」および「職務権限規程」において、それぞれの責任、執行手続きの詳細について定める。 

 

５．職員の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

(1)「ろうきんの理念」のもと、コンプライアンス体制の基礎として、「経営方針」、「コンプライア

ンス基本規程」および「東北労働金庫倫理綱領」を定めるとともに、コンプライアンス体制に

ついて、ディスクロージャー誌等により開示する。 



(2) 理事長を委員長とするコンプライアンス委員会を設置し、コンプライアンス体制の構築・維持・
向上を図る。 

(3) 内部監査部門として、執行部門から独立した監査部を置くとともに、コンプライアンス統括部
門として、コンプライアンス統括部を設置する。 

(4) 理事は、金庫における重大な法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事実を発見した
場合には、直ちに監事に報告するものとし、遅滞無く常務会および理事会に報告するものとす

る。 

(5) 役職員が法令違反その他コンプライアンス上の問題を直接通報できる内部報告システムとして、
コンプライアンス統括部、常勤監事を情報受領者とするホットライン制度を整備する。 

(6) 監事は、金庫のコンプライアンス体制および内部報告システムの運用を監視・検証し、問題が
あると認めるときは、意見を述べるとともに、改善策の策定を求めることができるものとする。 

 

６．監事がその職務を補助すべき職員を置くことを求めた場合における当該職員に関する事項 

(1) 金庫は、監事会が制定した「監事監査規程」に基づき、金庫職員から監事会事務局に専任の監

事補助者を任命する。 

 

７．前号の職員の理事からの独立性に関する事項 

(1) 監事補助者は、監事の指揮命令に基づき執行を行うこととし、監事以外の者からの指揮命令を

受けないものとする。 

(2) 監事補助者の任命、解任、人事異動、賃金等の改定については、監事の同意を得ることとする。 
 

８．理事及び職員が監事に報告をするための体制その他の監事への報告に関する体制 

(1) 監事全員が理事会に出席するとともに、常勤監事は常務会、リスク管理委員会、ＡＬＭ委員会、

コンプライアンス委員会等重要な会議に出席し報告を受け、意見を述べることができる。 

(2) 重要な稟議書、事務過誤報告、苦情報告等は常勤監事に回付することとし、常勤監事はこれら
に意見を付すことができる。 

(3) また、前記にかかわらず、監事監査規程に基づき、監事はいつでも必要に応じて理事および職
員に対して報告を求めることができるものとする。 

 

９．その他監事の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

(1) 監事は、会計監査人から監査計画の概要を受領し、会計監査人が把握した内部統制システムの

状況、リスクの評価および監査重点項目等について説明を受け、意見交換を行うものとする。 

(2) また、必要に応じて会計監査人の往査および監査講評に立ち会うほか、会計監査人に対し監査
の実施経過について、適宜報告を求めることができるものとする。 

 

１０．金庫並びにその子法人等における業務の適正を確保するための体制 

(1) 理事会は、金庫および子会社における業務の適正を確保するための体制を構築するものとする。 

(2) 経営管理については、「子会社管理規程」に基づき子会社経営の管理を行い、必要に応じてモニ
タリングを行うものとする。また、金庫と子会社間で定期協議会を設置し、金庫としての経営

方針の伝達や経営状況の把握を行うものとする。 

(3) 理事は、子会社において、法令違反その他コンプライアンスに関する重要な事項を発見した場
合には、監事に報告するものとする。 

(4) 監査部は、「内部監査規程」に基づき、子会社監査を実施する。 
(5) コンプライアンス統括部は、子会社よりコンプライアンスの遂行状況等について、必要に応じ

て都度、報告を受けるものとする。 
以上 


